
 
      2017年 1⽉ Vol．22

      西山法律事務所ニュースレター 
         

～謹賀新年～ 昨年中はたいへんお世話になりました。さて、このたび当事務所に新しい弁護士が入

所することになりました。異色の経歴の努力家です。新しい戦力を加えてこれまで以上に精進してまい

ります。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。      
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新人弁護士紹介 

山元 隆一郎です。
 

どうぞよろしくお願いします！！ 
 

 

2008 年 岐阜県立華陽フロンティア高等学校 

夜間定時制課程卒業 

2012 年 法政大学法学部法律学科卒業 

2015 年 中京大学法科大学院修了 

    司法試験合格・司法研修所入所（69 期）

  2016 年 司法研修所修了 

    12 月 弁護士登録 

Yamamoto Ryuichiro 
Ａ 私が中学生のとき、私の一家が弁護士に

相談し、その結果私たちの生活が救われた

ことがありました。このとき、人の生活に

このような影響を与えることができるの

かと思ったことが、私が最初に弁護士とい

う職業を意識したきっかけです。 

昔の私が、弁護士に救われたと思ったよ

うに、依頼者の方にも同じような気持ちに

なっていただけるように、精一杯努力して

いきます。 

昔のわたしが弁護士に救われた、 
と思ったように、 

依頼者の方にも同じような気持ちに 
なっていただけるよう 

精一杯努力していきます 

Ｑ 弁護士を志したきっかけは？ 

Ｑ スポーツをいろいろやってきたそうですね 

Ａ 広く浅く、様々なスポーツを経験してき

ました。水泳、軟式野球、ボウリング、ボ

ルダリングなどなど、です。最近では、ア

ームレスリングをやっています。シンプル

なスポーツのようですが、実はいろんなテ

クニックがあります。また、バーベルやダ

ンベルを使ったフロントプレス、バーベル

カール、ベントオーバーローイング、腹筋

ローラー、腕立て伏せなどのトレーニング

をやっています。重要なことは、何回やる

かではなく、その重量でできる限界までや

りきることだと思います。 

Ｑ スポーツ以外の趣味はありますか？ 

Ａ ピアノ演奏や、大相撲観戦があります。 

ピアノは小学校３年生のときから６年生

のときまで習っており、最近は独学で練習

しています。好きな曲はムソルグスキーの

展覧会の絵で、特にキエフの大門の荘厳な

雰囲気が好みです。 

大相撲観戦については、私が子どもの頃

に父親がテレビでいつも相撲をみており、

その影響で好きになったものです。私が子

どものときの横綱といえば、若乃花(三代

目)と貴乃花でした。 
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西山法律事務所  

弁護士 西山 一博  弁護士 下出 太平  弁護士 山元 隆一郎 

TEL 052-957-1106   info@lwo.jp     http://www.lwo.jp 
〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目 2 番 22 号名城ビル 6 階（名城小学校西向かい） 

執務時間：午前 9 時 30 分～午後 6 時 休日：土曜・日曜・祝日 

 

 
 

 

専門分野は何ですか？ 
 

よく聞かれる質問として、「専門分野は何ですか？」というのがありま

すが、名古屋の弁護士の多くは全般的に取り扱っており、当事務所も同

様です。 

企業の側に立って、労務・契約書・債権回収・苦情などのトラブル解決

などをしたり、個人の方から、交通事故・離婚・相続・労務問題・借金

問題などの相談や依頼を受けたりしています。 
 

 

相談だけ、小さい案件は迷惑？ 
 

「相談だけとか、小さい案件は迷惑なんだろうか？」、ということを気

にされる方もいらっしゃると思いますが、そんなことはありません。 

法律相談自体が弁護士業務です。お問い合わせいただくこと自体があり

がたいお話ですし、法律相談いただいた場合相談いただいた方にどうす

るのがベストか、依頼した場合、依頼するのではなく自分で解決する場

合、それぞれの進め方をご説明します。 
 

 

こんなこと弁護士に聞くこと？ 
 

「こんなこと弁護士に聞くことなのかな？」と思ってためらわれること

もあると思います。 

しかし、意外と弁護士が役に立つ場面は多いと思います。 

また、ご予約などのお問い合わせをいただいたとき、相談の内容をお聞

きしています。お聞きした内容から、例えば、それは税理士さんの話だ

な、とか、弁護士では役に立てないな、と判断した場合には、折り返し

お電話をして、そのようにお伝えしたりなどもしています。 

どうかな？と思うことでも、ご相談いただくことで、「弁護士の有効な

活用法」をイメージしてもらえることも少なくありません。 

例えば、苦情などのような少し法律問題ではないかなというようなこと

とか、前回交通事故で相談したけど、企業の関係はどうなのか？と思わ

れると思いますが、一度「お試し」ください。 
 

来年からは、弁護士３人体制となります。新人ともども、当事務所を今後ともよろしく 

お願いいたします。      西山 一博・下出 太平 

 

弁護士の活用方法 Q&A 
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